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「ガスご使用量のお知らせ」における「マイツーホー料金」の表示額の誤りについて 

 

東京ガス株式会社                                                                   

 

東京ガス株式会社は、外出先からもガスを遮断できる等のサービス「マイツーホー」をご希望のお客さ

まに有償で提供しており、お客さま宅の検針の際に配布する「ガスご使用量のお知らせ」に当該サービス

の料金をガス料金等とともに「請求予定金額」として表示しお知らせしております。 

このたび、弊社は「マイツーホー」をご利用の一部のお客さまについて、「ガスご使用量のお知らせ」

において「マイツーホー料金」を誤って表示していたことが判明いたしました。 

なお、お支払い時の請求額には誤りが無く、過大に請求し受領した事例の無いことを確認しております。 

弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを重く受け止めており、お客さまに大変ご迷

惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。対象のお客さまには、このたびの事象を個別に説

明しお詫び申し上げるとともに、今後、同様の事象を繰り返さないよう、再発の防止に取り組んでまいり

ます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．発生事象と対象のお客さまおよび件数 

（１）発生事象と対象のお客さま 

  ①料金が過大に表示される場合 

  お客さま宅の検針が第４回分※１で行われており、前月の最終営業日の翌日から当月の第１営業日

以内に「マイツーホー」の契約を他のサービスなど※２に切替えた場合、あるいは解約した場合に、

当月の「ガスご使用量のお知らせ」に不要な切替前のサービスの料金が合算されて表示されます。 

  ②料金が表示されない場合 

    お客さま宅の検針が第３回分、または第４回分で行われており、当月に「マイツーホー」の利用

を再開した場合に、当月の「ガスご使用量のお知らせ」に表示されるべき「マイツーホー料金」が

表示されません。 

   ※１：回分・・・毎月の検針は、特定の地域を、原則として１８地区に分割し、その１地区を回分と呼びます。１営業

日に１回分を巡回し、毎月１８営業日かけて一巡して該当地域の全お客さま宅のガスメーターの検針

を完了します。第１回分は毎月の第１営業日に近く、第１８回分は最終営業日に近くなっており、特

定のお客さまの属する回分は原則、毎月同じです。 

   ※２：他のサービス・・・離れて暮らす方にガスの使用状況をお知らせするサービス「みまも～る」や「マイツーホー」

の２世代目のサービス「マイツーホーⅡ」への切替や、契約単位（戸建、集合）の切替。 

（２）対象数 

 １０６件 

※複数回対象となったお客さまはありません。 

 （内訳） 

  ①料金が過大に表示される場合 １０１件 

 ②料金が表示されない場合     ５件 

 

２．発生した期間 

   ２０１４年１２月～２０１６年４月 

 

３．お客さまへのお知らせ 

   対象のお客さまをほぼ特定していることから、準備が整い次第、個別にダイレクトメールを発送し、

このたびの事情を説明するとともにお詫びしてまいります。 

 



 

 

４．判明した経緯と発生の原因について 

（１）判明した経緯 

    ２０１６年４月７日に、「ガスご使用量のお知らせのマイツーホー料金に誤りがある」と、対象の  

お客さまから問合せを受け、社内で調査し判明いたしました。 

（２）発生の原因 

    ２０１４年１１月に作製した「マイツーホー」の料金計算などを行うシステム（以下、本システ

ム）では、当月に請求する「マイツーホー料金」について毎月第２営業日までに計算が完了するた

め、第３回分と第４回分のお客さまについては本システムでは料金計算が間に合わないことがある

ことから、「ガスご使用量のお知らせ」に表示する「マイツーホー料金」を補助システムを用い「請

求予定金額」として計算しております。このたびの調査により、当該の補助システムの計算におい

て、契約の切替や解約処理が行われた場合に不要な切替前の料金を合算してしまうとともに、利用

再開の処理が反映されないプログラムとなっていることが判明しました。なお、第１回分と第２回

分のお客さまにつきましては、本システムで計算した料金を、はがきの「ガスご使用量のお知らせ」

にてお知らせしております。 

 

５．再発防止策について 

   ６月初旬までに、「ガスご使用量のお知らせ」の「マイツーホー料金」の表示額を正しい金額となる

ようにシステムを改修します。 

   なお、このたびの事例につきましては、担当部内で事例共有するとともに、今後、当該システムを

改修する際には細部にわたり確認するなど、同様の事態が発生しないよう再発の防止に努めてまいり

ます。 



 

請求予定金額の誤表示例(28 年 5 月分) 

請求金額の表示例(28 年 6 月分) 
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